
定員 20名・参加費無料 

主催 浜松市

問合せ先 浜松市環境政策課 担当：鈴木 053-453-6149 

詳しい内容は裏面を 

ご覧ください。 

２０１９年２月３日（日）開催

会場：佐鳴湖公園 北岸管理棟 

9：30～12：00 

北岸管理棟



タイワンリスは、東南アジア原産で日本にはもともと生息していませんでした。浜松市では、

この外来リスによる、生態系への影響や農林業への被害が近年、心配されるようになってきまし

た。このまま放置すれば取り返しのつかない状況となってしまいます。浜松の生物多様性を守る

ため、タイワンリス捕獲従事者となりませんか？

外来動物であってもタイワンリスは、無断で捕獲することが出来ません。捕獲するには、狩猟

免許を取得し、捕獲の許可を受ける必要があります。また、タイワンリスは特定外来生物に指定

されているため、飼育や生きたままの移動なども禁止されています。今回開催の捕獲講習会に参

加され、捕獲従事者として登録されれば、捕獲と移動が可能になります。

■会場アクセス

遠州鉄道バス JR 浜松駅②番のりば 医療センタ
ーまわり富塚じゅんかん「富塚車庫」下車徒歩 5分
※北岸管理棟は駐車台数が限られるため、お車でお

越しの際は、できる限り乗合でお願いします。また、

北岸駐車場以外の御利用をお願いします。

日 時：2019年 2月 3日（日） 9：30～12：00 
会 場：佐鳴湖公園 北岸管理棟（浜松市中区富塚町 5147-4）
定 員：20名
参加費：無料

対 象：タイワンリスの捕獲を希望する 15歳以上の方（中学生不可）
    ※活動は浜松市内に限ります。

申 込：下記の申込用紙を、郵送、メール、FAX、直接提出、又は必要事項を電話連絡
申込締切：2019年 1月 25日（金）
内 容：・捕獲わなの使い方

 ・佐鳴湖公園でのわなの設置実習

 ・法律、ルールについて（外来生物法、狩猟法、動物愛護法、防除計画等）

・人獣共通感染症等、捕獲にあたっての注意

【申込先】浜松市環境政策課 〒432‐8023 浜松市中区鴨江三丁目 1－10  

電話 053-453-6149  FAX 053-450-7013   E-mail kankyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

氏   名 住   所 電   話 

〒 

E-mail 

会 場 


